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認知症対応型共同生活介護（グループホーム）重要事項説明書

　ホームの概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り
説明します。

１事業所概要
事業所名称 　　医療法人財団
所在地 　　愛媛県伊予市八倉９０６番地５
代表者名 　　理事長　吉田　三恵子
電話番号 　　　０８９－９８３－２２２２

２ご利用事業所概要
事業所の名称 グループホーム伊予の郷
事業の目的 要介護状態で認知症のある方に、家庭的な環境の共同生活

住居において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活
上の世話及び機能訓練を行う。

運営方針 利用者の立場に立ち、安心と信頼を基本理念として、利用
者に必要なサービスを提供できるように努める。

管理者 田村　圭介
開設年月日 平成１２年　６月　１日
利用定員 ２ユニット　１８人
保険事業者指定番号 3871000174
所在地・電話・FAX 〒７９９－３１０１　愛媛県伊予市八倉９１９－５

電話　０８９－９８３－２２５２　FAX　０８９－９８３－６６５２
交通の便 最寄の交通機関　JR予讃線北伊予駅から2.5ｋｍ

３建物の概要
都市計画上の用途地域 市街地調整区域
建物形態 単独型
建物構造 鉄筋コンクリート造　２階建耐火建築
広さ 敷地面積　１２７６．４８㎡　延床面積　６５７．６０㎡
主な設備 設備の種類 数 面積

居室 １８室 ２７９．３０㎡
居間 ２室 １０８．３５㎡
台所・食堂 ２室 ５８．７５㎡
浴室 ２室 ９．４㎡
便所 ６箇所 １６．８㎡

居室の概要　　1室あたり居室面積　１５．５㎡　洗面台・エアコン・クローゼット

４職員体制
職員の職種 人数 勤務体制・保有資格・受講記録
管理者 1名 常勤専従　　介護福祉士

認知症介護実務者研修（基礎・専門課程）
計画作成担当者 2名 常勤専従　介護支援専門員　認知症介護実務者研修基礎課程
介護従事者 12名

補助職員 非常勤専従　１名

５勤務体制
昼間の体制 利用者3人に1人　日勤時間　8:30～17:30　遅出時間　9:30～18:30
夜間の体制 1人　　　　　 　勤務時間　16:00～9:30

利用者 1ユニット定員 9名　  ユニット数 ２ 　 総定員 18名
要介護度別

６利用状況　（令和6年4月1日現在）

要介護１　5人　   要介護２　4人   　要介護３　5人
要介護４　3人　   要介護５　1人　   要支援２　0人

常勤専従　　12名（介護福祉士　11名　）　　
                 (介護実務者研修　1名)
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７サービスの概要及び利用料
保険給付 食事・排泄・入浴・着替えの介助等の日常生活上のお世話、日常生活の
サービス 中での機能訓練・健康管理・相談、援助等

上記については包括的に提供され、要介護度別に応じて定められた金額
が自己負担となります。（但し、入居者の状態等に応じて、下記の料金
が加算されます）
○基本料金/日 ○加算料金
要支援２ 749円 初期加算 30円/日 （30日限度）

要介護１ 753円 医療連携体制加算Ⅰ(ハ）  37円/日
要介護２ 788円 サービス提供体制強化加算Ⅰ　18円/日
要介護３ 812円 認知症専門ケア加算Ⅰ 　3円/日
要介護４ 828円 生活機能向上連携加算 200円/月
要介護5 844円 口腔衛生管理体制加算 30円/月

協力医療機関連携加算Ⅰ 100円/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ　　 18.6%

※上記金額は1割負担の場合です。2割負担または3割負担の場合は、
それぞれ2倍または3倍の金額となります。

保険対象外 介護保険の対象とならないサービスは全額ご利用の負担となります。
サービス 居室の提供（家賃） 34,800円/月

食事の提供（食費） 37,200円/月  
個人消耗品（光熱費） 15,000円/月　（共益費）6,600円/月
死後処置セット　 　　20,000円（税別）
各種証明書　 　　　 　1,000円（税別）

尚、途中入所、退所については日割り計算とします。
利用料の支払方法は現金又は銀行振り込み・銀行引き落としの方法によって行います。

８入居・退去の条件
入居にあたっての 要支援２、要介護１～５の要介護者であって認知症の状態にあり、
条件 次号を満たす者

① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
② 自傷他害のおそれがないこと
③ 常時医療機関において治療する必要がないこと

退去にあたっての ① 要介護認定が要支援１又は自立となった場合
条件 ② 入居者が病気の治療、その他の理由で結果的に30日以上となった場合

③ グループホームから離れた期間が結果的に30日以上になった場合
　 ※但し、3か月以内に退院することが明らかに見込まれる場合は
  　 この限りでない

９利用に当たっての留意事項
面会 面会にあたっては、職員にご連絡下さい
外出・外泊 外出・外泊先と帰宅時間及び連絡先を届けてください
居室・設備 本来の用途に従ってご利用下さい。ご利用により破損が生じた場合、
器具の利用 賠償していただくこともあります
所持品の管理 ご本人が管理されることが原則ですが、場合によってはホームでお預か

りすることができます
現金等の管理 ホーム事務所にてお預かりできます

10苦情相談窓口
苦情相談窓口 利用時間・利用方法・担当者
当ホーム 平日　午前9時～午後5時 電話　０８９－９８３－２２５２

担当者　田村 圭介
国保連合会 〒 ７９１－８５５０　松山市高岡町１０１番地

電話　０８９－９６８－８７００　ＦＡＸ　０８９－９３４－０８１５
伊予市 〒 ７９９－３１９３　伊予市米湊820番地
長寿介護課 電話　０８９－９８２－１１１１（内線５５９・５６２）　ＦＡＸ　０８９－９８３－３３５４
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１１緊急時対応方法
　別途定める「グループホーム緊急対応マニュアル」に沿って対応を行います

１２事故発生時の対応
　当事業所は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用
　者の家族・必要に応じて市町村に連絡を行うと共に、適切な措置を行います
　事業所の賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行ないます
　当事業所は、損害賠償のために損害賠償保険に加入しています

１３非常災害時の対策
非常時の対応 別途定める「伊予の郷消防計画」に沿って対応を行なう
平常時の訓練 別途定める「伊予の郷消防計画」に沿って、年1回昼間又は夜間を想定し

た非難訓練を行なう
防災設備 設備名称 有無 設備名称 有無

避難階段 有 火災通報装置 有
スプリンクラー 有 自動火災報知機 有
誘導等 有 漏電火災報知機 有
排煙装置 有 ガス漏れ警報機 有
消火器 有 煙感知機 有

防災管理者 田村 圭介 　消防署への届出日：平成2８年６月２１日

１４協力医療機関・施設
医療機関の名称 院長名 診療科 電話番号
伊予病院 藤田 正明 内科・整形外科 ０８９－９８３－２２２２
升田歯科 升田 勝喜 歯科 ０８９－９８４－０００５


